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６．１照会業務 
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（５）保証記録請求･････････････････････････････････････････････････････････････  Ⅵ－12 

（６）変更記録請求･････････････････････････････････････････････････････････････  Ⅵ－14 

（７）支払等記録請求（債権者請求、求償権および特別求償権の消滅に対する請求） ･･   Ⅵ－16 

（８）支払等記録請求（債務者／保証人および第三者として請求）･･･････････････････  Ⅵ－18 

（９）削除【例：債務者発生記録】･･･････････････････････････････････････････････  Ⅵ－20 

（１０）削除【例：譲渡記録】･･･････････････････････････････････････････････････  Ⅵ－22 

（１１）予約取消【例：債務者発生記録】･････････････････････････････････････････  Ⅵ－24 

（１２）一括記録請求･･･････････････････････････････････････････････････････････  Ⅵ－26 

（１３）でんさい割引申込･･･････････････････････････････････････････････････････  Ⅵ－27 

 

６．3 債権融資業務 

   債権融資申込一覧 

    〇でんさい担当者の債権融資業務を参照してください。 
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６．4 ユーザ管理 

   （１）ユーザー情報変更 

○でんさい担当者のユーザ管理を参照してください。 

 

Ⅶ．補足資料 

   でんさいネットの基本用語について････････････････････････････････････････････････   Ⅶ－1 



Ⅰ．サービス内容について 

 

Ⅰ－1 

Ⅰ．サービス内容について 

 

『でんさいネットサービス』とは 

 

説    明 

 香川銀行法人インターネットバンキングを経由して、株式会社全銀電子債権ネットワ

ーク（でんさいネットという）に接続し、電子記録債権（でんさいという）の発生記録

および譲渡記録などの記録請求およびでんさいの開示請求をインターネットからお取り

扱いできるサービスです。 

 でんさいの支払期日には、事前にお申込いただいた決済口座とお相手のでんさいネッ

ト利用者の決済口座で口座間送金による自動決済を行います。 

 
 ※全国のでんさいネット利用者とお取り扱いが可能です。 

  

 

ご利用いただける時間 

 

取 引 平 日     土・日・祝日 

「でんさいネットサービス」  ８：００ ～ ２１：００  ８：００ ～ ２０：００ 

記

録

請

求

業

務 

当日取引  ８：００ ～ １５：００  ８：００ ～ １５：００ 

予約取引 ８：００ ～ ２１：００ ８：００ ～ ２０：００ 

開

示

請

求

業

務 

当日照会可能  8：００ ～ ２１：００  8：００ ～ ２0：００ 

 

※ 12 月 31 日 17：00 ～ 1 月 4 日 8：00 の間はご利用いただけません。 

※ 毎月第２土曜日は終日ご利用いただけません。 

※ 当日取引は、請求日を電子記録年月日として請求する取引です。 

※ 予約取引は、請求日の翌日以降を電子記録年月日として請求する取引です。 
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お取り扱いの記録請求の種類 

（１）記録請求 

記録請求の種類 概 要 ／ 条 件 

発生記録 

債務者請求方式 

 

【概要】 

・債務者が発生記録請求を行い、でんさいが発生する方式で

す。 

・債権者は発生から５銀行営業日以内に削除が可能です。 

【条件】 

・発行金額  

 １円～100 億円未満（１円単位） 

・支払期日 

最短：電子記録年月日を含めて 3 銀行営業日の翌日以降 

最長：電子記録年月日から１０年後 

・請求日から１ヶ月先まで発生予約が可能です。 
 

債権者請求方式 
（申込時に選択可） 

 

【概要】 

・債権者が発生記録請求を行う方式です。 

・記録成立には、請求から５銀行営業日以内に債務者の承諾が

必要です。 

【条件】 

・発行金額  

 １円～100 億円未満（１円単位） 

・支払期日 

最短：電子記録年月日を含めて７銀行営業日の翌日以降 

最長：電子記録年月日から１０年後 

・請求日から１ヶ月先まで発生予約が可能です。 
 

譲渡記録 

 

請求者立場：債権者 

【概要】 

・譲渡人（債権者）から譲受人（次の債権者）へでんさいを譲

渡できます。 

・原則、保証記録が付随します。 

【条件】 

・譲渡回数の制限はありません。 

・請求日から１ヶ月先までの譲渡予約が可能です。 

・支払期日から３銀行営業日前まで取引が可能です。 

分割譲渡記録 

 
請求者立場：債権者 

【概要】 

・債権者は必要な金額だけ分割して譲渡できます。 

・原則、保証記録が付随します。 

【条件】 

・分割回数の制限はありません。 

・請求日から１ヶ月先までの分割譲渡予約が可能です。 

・分割金額 

１円以上（１円単位） 

・支払期日から３銀行営業日前まで取引が可能です。 

保証記録 

 
請求者立場：債権者 

【概要】 

・債権者は譲渡を伴わないケースの保証請求ができます。５銀

行営業日以内に保証人が承諾すれば、保証記録が成立しま

す。 

【条件】 

・保証回数の制限はありません。 

・支払期日から７銀行営業日前まで取引が可能です。 
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記録請求の種類 概 要 ／ 条 件 

変更記録 

 
請求者立場：債務者、債権者、保証人 

 

【概要】 

・でんさいの記録事項を変更できます。 

【条件】 

・成立するためには、利害関係人の承諾が必要です。 

・利用者がシステム的に変更記録請求できるものは、譲渡・分

割・保証がなされていないでんさいであることが必要です。 

・変更項目 

 「支払期日」「金額」「譲渡制限の定め」「発生記録の削除」 

支払期日から 7 銀行営業日前まで取引が可能です。 
 

支払等記録 
※口座間送金決済以外 

 

請求者立場：債務者、債権者、保証人、 

第三者 

【概要】 

・口座間送金決済以外の方法で決済がなされた場合、当事者請

求により支払等記録請求ができます。 

【方式】 

・支払者請求：債務者／保証人／第三者が請求する方式 

※債権者および利害関係人から承諾が必要です。 

・債権者請求：債権者が請求する方式（承諾不要）。なお、求償

権や特別求償権の消滅請求を含みます。 

【条件】 

・期日前（支払者）：支払期日から７銀行営業日前まで可能です。 

・期日前（債権者）：支払期日から３銀行営業日前まで可能です。 

・期日後：支払期日の支払不能登録後取引が可能となります。 

（２）開示請求 

開示請求の種類 概 要 ／ 条 件 

記録事項の開示 
開示請求者の立場に応じて、でんさいの最新情報（でんさい

の状態、債務者、債権者）を開示いたします。 

提供事項の開示 
開示請求者の立場に応じて、でんさいの各記録請求情報を開

示いたします。 

（３）その他機能 

機能の種類 概 要 ／ 条 件 

一括記録請求機能 

予約請求を含め、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記

録請求の一括請求（１回の請求 1,000 件まで）が可能です。 

※この機能を使うには、全国銀行協会が制定している 

 標準データフォーマットに準拠したテキスト形式の 

  ファイルを準備していただく必要があります。 

 

※当行では、請求ファイルを作成するツールを準備しており

ます。詳しくは当行ホームページをご確認ください。 

 

指定許可機能 

指定した利用者からの記録請求のみを受け付ける機能 

 

※指定していない利用者がお客様に記録請求を行う際に、事 

 前にエラーとしてくれます。 
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（４）その他取引 

取 引 概 要 

でんさい割引申込 

香川銀行にでんさいの割引を申し込むことができます。 

 

お申込みいただいたでんさいは、割引する際に、香川銀行に

譲渡もしくは分割譲渡されます。 

  

決済口座としてお取り扱いできる預金の種類 
 

預金の種類 条 件 

普通預金 

①事業を営むお取引を行っている口座 

②消費性のカードローンが設定されていない口座 

③当行の当座預金と同様の審査に合格できる口座 

④でんさいの決済口座として認められる口座 

当座預金 
①通常の開設時と同様の審査に合格できる口座 

②でんさいの決済口座として認められる口座 

 

※「法人インターネットバンキング」の代表口座で登録されている口座

をでんさいの決済口座とされることを推奨しています。 

 
 

 

 

 



Ⅱ．ご利用にあたって 
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Ⅱ．ご利用にあたって 

 

 

ご注意事項 

 

１．Ｅメールアドレスの登録 

  ご依頼いただいたお取引の処理結果や、でんさい受け取りなどのご通知は、Ｅメールでご連絡いたします。

法人インターネットバンキングで登録したＥメールアドレスをお勧めいたします。不正な取引の早期発見など

セキュリティ強化にもなります。 

 

２．サービスの休止について 

  システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止する場合があります。あらかじめご了承 

  ください。この場合は当行ＨＰの「インフォメーション」のお知らせにて掲載し、お知らせします｡ 

 

３．操作上のご留意事項 

 （１）画面上に指定がある場合以外は、ブラウザの【戻る】【進む】ボタンを使用しないでください。 

    それまでの操作が無効になる可能性があります。 

 （２）長時間放置しないでください。 

    ログオン後、一定時間を超えて画面操作を行わない場合は、不正使用防止のため、自動ログオフします。 

    離席の際には、必ずメニュー画面右上の「ログオフ」ボタンをクリックしてください。 

 （３）ブラウザの【×（閉じる）】ボタンで終了しないでください。 

    終了される場合には、必ずメニュー画面右上の「ログオフ」ボタンをクリックしてください。 

 

 

セキュリティについて 
 

「でんさいネットサービス」では、「法人インターネットバンキング」と同様のインターネット上での情報の盗聴、
データの偽造や改ざん、第三者の不正使用などを防ぐため、さまざまなセキュリティ対策を実施しております。 

 

 セキュリティについてのくわしいご説明は、当行ホームページをご覧ください。 

 

安心してご利用いただくために 
 

１．「法人インターネットバンキング」ログインについて 

  「第三者によるなりすまし」等の不正利用からお客さまを守るために、電子証明書を利用して「法人インタ

ーネットバンキング」をログオンすることを推奨いたします。電子証明書をご利用時は、取引を電子証明書

がインストールされたパソコンに限定することができます。 

 

２．パソコンの管理について 

 （１）サービスのご利用は、契約者が管理するパソコンを利用してください。第三者が不正な装置等を 

    取り付けている可能性があるパソコンでのご利用はおやめください。 

 （２）サービスのご利用中に、パソコンから離れる際には、必ずログオフを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）画面上に指定がある場合以外は、ブラウザの【戻る】【進む】ボタンを使用しないでください。 

    それまでの操作が無効になる可能性があります。 

 （２）長時間放置しないでください。 

    ログオン後、一定時間を超えて画面操作を行わない場合は、不正使用防止のため、自動ログオフし

ます。 

    離席の際には、必ずメニュー画面右上の「ログオフ」ボタンをクリックしてください。 

 （３）ブラウザの【×（閉じる）】ボタンで終了しないでください。 

３．操作上のご留意事項 
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サービスご利用のヒント 
 

１．「でんさいネットサービス」で利用する番号・ＩＤ・パスワードについて 

項番 種類 概要 備考 
１ でんさい利用者番号 （１）当行から送付する「でんさい管理者／担当者

ＩＤ・パスワード通知書」に記載しています。 

（２）お客さまのお名前に代わるものです。 

（３）でんさいネット（記録機関）で採番される番

号です。 

変更することはできま

せん。 

※９桁 

２ アカウント番号 （１）利用申込ごとに採番される番号です。 

（２）アカウント番号を複数持つことで複数の決済

口座を別々に管理することができます。 

（３）同一の利用者番号でアカウント番号を複数存

在させることが可能です。 

【注意】 

支店が相違する決済口

座を同一のアカウント

番号で管理することは

できません。 

３ でんさい管理者ＩＤ 

※注１ 

（１）でんさい管理者を特定するためのものです。 

（２）１１桁の半角英数字です。 

（３）「法人インターネットバンキング」の利用者Ｉ

Ｄに紐付けするものです。 

申込時に当行で採番い

たします。 

※追加可能 
 

４ でんさい管理者 

初回ログオンパスワー

ド 

 

（１）でんさい管理者が正しい操作者であるかどう

かを確認させていただくためのパスワードで

す。 

（２）「法人インターネットバンキング」から「でん

さいネット」へ初回ログオンする時に入力 

   していただきます。 

８桁～１０桁以内の半

角英数字混じりで入力

していただきます。 

５ でんさい担当者ＩＤ 

※注１ 

（１）でんさい担当者を特定するためのものです。 

（２）１１桁の半角英数字です。 

（３）「法人インターネットバンキング」の利用者Ｉ

Ｄに紐付けするものです。 

申込時に当行で採番い

たします。 

※追加可能 

 

６ でんさい担当者 

初回ログオンパスワー

ド 

（１）でんさい担当者が正しい操作者であるかどう

かを確認させていただくためのパスワードで

す。 

（２）「法人インターネットバンキング」から「でん

さいネット」へ初回ログオンする時に入力 

   していただきます。 

８桁～１０桁以内の半

角英数字混じりで入力

していただきます。 

７ でんさい管理者（担当兼

務）ＩＤ 

※注１ 

（１）でんさい管理者を特定するためのもので尚か

つ担当者の業務を兼務することが可能になり

ます。 

（２）１１桁の半角英数字です 

（３）３個まで登録が可能です。 

（４）「法人インターネットバンキング」の利用者Ｉ

Ｄに紐付けするものです。 

申込時に当行で採番い

たします。 

※追加可能 

 

８ でんさい管理者（担当兼

務）初回ログオンパスワ

ード 

（１）でんさい管理者（担当兼務）が正しい操作者

であるかどうかを確認させていただくための

パスワードです。 

（２）「法人インターネットバンキング」から「でん

さいネット」へ初回ログオンする時に入力し

ていただきます。 

８桁～１０桁以内の半

角英数字混じりで入力

していただきます。 

 

※注１：アカウント毎に、でんさい管理者、担当者、担当兼務ＩＤあわせて、９個

まで登録可能です。 
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 ２．法人インターネットバンキングの契約法人ＩＤと利用者ＩＤ、でんさいネットの管理者ＩＤと担

当者ＩＤの関係について 

法人インターネットバンキングの管理責任者は、契約法人ＩＤを用いてログオンして、「利用者

ＩＤの採番」・「利用者ＩＤへの、でんさいの担当者ＩＤ、管理者ＩＤの紐付け」を行うことによ

り、利用者ＩＤから、でんさいの管理者ＩＤ・担当者ＩＤを利用することができるようになりま

す。 

 

      

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※でんさいネットの各ＩＤは、お客様のお申込みにより、銀行で採番いたします。 

    でんさいネットへは、でんさいＩＤが紐付けられた法人インターネットバンキングの利用

者ＩＤから、ログオンできます。 

 

 

３．ご利用の際の使用可能文字は以下の通りです。 

文字タイプ 入力可能な文字 

 数字  半角の０～９ 

英数字  数字と半角の A～Z 

英数カナ  英数字、半角空白、半角のｦを除く半角カナ、半角の下記の特殊記号 

('(+) ,-(ﾊｲﾌﾝ) ./ :?ﾞﾟ) 

 

 【使用不可能文字は、全銀入力不可能文字（ ! " # $ % & * ;  < = > @ [ \ ] 
~(ﾁﾙﾀﾞﾏｰｸ) _(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ) ` { | } ｡ ｢ ｣ ､･ ｦ ｰ(長音) ^と英カナ小文字）】 

全角文字  全角の文字全般。 

 ただし、下記の範囲の S-JIS 漢字コードで規定された漢字コードのみとします。 

 ①第一水準の漢字コード 

 ②第二水準の漢字コード 

 

 

 

 

 

 

 

でんさいネット 

管理者ＩＤ 

でんさいネット 

担当者ＩＤ 

管理者による紐付け処理 

法人インターネット 

バンキング利用者 

管理者により利用者ＩＤを採番 

法人インターネット 

バンキング管理責任者 

（契約法人ＩＤ） 

利用者ＩＤ 利用者ＩＤ 利用者ＩＤ 



Ⅱ．ご利用にあたって 
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よくあるご質問 

■お客さまのでんさい利用者番号を失念した場合 

  銀行窓口にて本人確認ののち利用者番号および決済口座情報をお知らせすることができます。 

 

■初回ログオンパスワードを誤って入力し、本サービスが使えなくなってしまった場合 

  当行へパスワード（ロック解除／再発行）依頼書を提出していただきパスワードの再発行を行 

  います。このため再度「でんさい管理者／担当者ＩＤ・パスワード通知書」が届くまで利用でき

なくなります。 

 

■『でんさいネットサービス』の利用手数料はいつ引き落としされますか？ 

  毎月１５日（休業日の場合は、翌営業日）に、前月分を手数料引落指定口座から自動引落しさせ 

  ていただきます。 

 

 

お問い合わせ先 
 

■『でんさいネットサービス』の操作についてのお問い合わせ先 

  法人インターネットバンキング ヘルプデスク かがわＥＢセンター 

電話番号：0120-100-459                                  

●受付時間（銀行営業日）9:00～17:00 

  ●銀行休業日（土・日・祝日）のお問い合わせは翌営業日にお願いいたします。 

 

■ 『でんさいネットサービス』のお申し込みおよび口座間送金決済などのお問い合わせ先 

   決済口座のある銀行支店窓口までお問い合わせください。 

  ●受付時間（銀行営業日）9:00～15:00 

  ●銀行休業日（土・日・祝日）のお問い合わせは翌営業日にお願いいたします。 

 

■ 『でんさいネットサービス』の要望・苦情に関するお問い合わせ先 

  お客さま相談窓口  

電話番号：0120-878-７３６ 

  ●受付時間（銀行営業日）9:00～17:00 

  ●銀行休業日（土・日・祝日）のお問い合わせは翌営業日にお願いいたします。 
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Ⅲ．ご利用開始までのステップ 

 

 

ここでは、『法人インターネットバンキング』と『でんさいネットサービス』の関連性を示します。 

 １．ＩＤの採番方法について 

利用機能 ＩＤ種類 
ＩＤ採番者 

備考 
お客様 香川銀行 

法人インターネット 

バンキング 

契約法人ＩＤ 

(管理者) 

 

 
○ 

管理責任者が利用して、設定変

更を行うＩＤ 

利用者ＩＤ ○ 
 

 
日常業務を行うＩＤ 

でんさいネット 

サービス 

管理者ＩＤ 
 

 
○ 契約法人ＩＤから利用者ＩＤに

対して、でんさいネットサービ

スの各ＩＤを紐付けすることに

より、利用可能となります。 担当者ＩＤ  ○ 

  ※「でんさいネットサービス」の管理者ＩＤは、担当者ＩＤが登録した債権記録事項に誤り

がないかを確認して、承認・否認する役割となります。承認することで、債権記録事項が

記録機関に登録されます。 

 

 ２．各ＩＤの関連性について 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

  ※でんさいネットサービスの権限を付与されていない利用者ＩＤでは、でんさいネットサービスを利用する

ことはできません。また、同じＩＤを複数利用者に登録することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ 『法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ』と『でんさいネットサービス』の関連性 

法人インターネットバンキング管理責任者が利用者

ＩＤに対して、「でんさいネットサービス」の管理者

ＩＤ、担当者ＩＤの紐付けを行う。 

でんさいネット 

管理者 ID 

でんさいネット 

担当者 ID 

（法人インターネットバンキング契約法人ＩＤ） 

（法人インターネットバンキング利用者ＩＤ） 
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ご郵送させていただきました「でんさい管理者／担当者ＩＤ・パスワード通知書」をご準備くだ

さい。 

ご使用いただく情報 説     明 

でんさい管理者ＩＤ 
記録請求業務等の承認依頼に対して承認／否承認を行う方を特

定するためのものです。 

でんさい担当者ＩＤ 
記録請求業務の情報を入力して承認依頼する方を特定するため

のものです。 

でんさい管理者（担当兼務）ＩＤ 
記録請求業務等の情報入力および承認・否認を行う方を特定する

ためのものです。 

※ 初回ログオンパスワードは、初回ログオン時に変更していただくようになります。 

 

 

 

 

 

 

ここでは、『法人インターネットバンキング』の利用者情報にでんさい権限の設定を行う操作になりま

す。でんさい権限設定において、お客様が設定した契約法人ＩＤの 

・契約法人暗証番号 

・契約法人確認暗証番号 

・香川銀行法人インターネットバンキング管理者カード 

・でんさい管理者／担当者ＩＤ・パスワード通知書 

が必要となります。 

 

１．『法人インターネットバンキング』の契約法人ログオンを行います。 

  ここでは、「でんさい三郎」さんに「でんさいネット」の管理者ＩＤを紐付けする例を説明し

ます。 

 

２．利用者情報の変更を行います。 

（１）管理者トップページのメニュー 

 ●利用者・業務情報登録／変更クリック → 利用者情報登録／変更クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにつづく 

ステップ２ 『でんさいネットサービス』送付ご案内を準備 

ステップ３ 『法人インターネットバンキング』の利用者情報変更 
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 （２）利用者選択 

 ①でんさいの管理者ＩＤを紐付けする利用者ＩＤを選択してください。 

 ②変更ボタンを押してください。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにつづく 

①

②
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 （３）利用者情報の変更 

③でんさい管理者／担当者ＩＤの     をクリックして、紐付けするＩＤを選択してください。 

 ④でんさい管理者／担当者ＩＤを選択した後に、追加ボタンを押してください。 

 ⑤契約法人確認暗証番号を入力してください。 

 ⑥変更ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにつづく 

④

⑤ 

⑥ 

③ 
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 ※登録を誤った場合、または削除する場合は、対象先にチェックを入れて、削除ボタンをクリ

ックすれば、登録を削除することができます。 

 

 （４）登録内容の確認 

 ⑦でんさいネットサービスのＩＤが紐付けされたことを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは「法人インターネットバンキング」から「でんさいネットサービス」へログオンするま

での操作をご説明いたします。 

【注意事項】電子証明書ご利用でかつ、同じパソコンで利用する場合は、一度ブラウザを閉じて    

から、再度ログオンし直してください。 

 

１．「法人インターネットバンキング」の利用者ログオンを行います。 

２．「でんさいネット」へ画面切替 

 

 でんさいその他クリック→でんさいネットクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         次ページにつづく 

ステップ４ 『でんさいネットサービス』のログオン確認 

※ 

⑦ 

●法人ＩＢの管理者が、法人ＩＢの利用者に対

して「でんさい」のＩＤが紐付けされていれ

ばでんさいその他のボタンが表示されます。 
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①次へボタンをクリックしてください。 

【注意】：次へボタンクリック後、「法人インターネットバンキング」は、自動でログオフになります。 

                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※インターネットブラウザの設定でポップアップブロックが有効になっている場合は、でんさい

ネットサービスにログオンできません。 

以下②～④の設定を行った後に、⑤に進んでください。 
 

②画面右上の  をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「ポップアップがブロックされました。」が表示され、「ブロックを続行」にチェックが 

入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにつづく 

①

 

②

 

https://www3.suitebank3.finemax.netからの 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟとﾘﾀﾞｲﾚｸﾄを常に許可する 

③ 
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 ④「https://www3.suitebank3.finemax.net からのポップアップとリダイレクトを 

  常に許可する」にチェックを入れて、完了ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ブラウザを閉じて、再度「法人インターネットバンキング」の利用者ログオンから 

操作を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥次へボタンをクリックしてください。 

  でんさい管理者（担当兼務）のＩＤを紐付けしている場合は、 

下記３．『でんさいネットサービス』初回ログオンパスワード変更より進めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   次ページにつづく 

⑥ 

⑤ 

https://www3.suitebank3.finemax.net からの 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟとﾘﾀﾞｲﾚｸﾄを常に許可する 

④ 
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 ⑦管理者と担当者の両方のＩＤを紐付けしている場合は、以下の画面が表示されますので、 

管理者での操作なのか、担当者での操作なのかをチェックしてください。 

 ⑧選択ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．『でんさいネットサービス』初回ログオンパスワード変更 

【注意事項】初回ログオンパスワードで変更した新しいパスワードは、今後必要ありませんが、

パスワード変更は必要です。 

 ⑨入力内容を確認して、利用者情報登録ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにつづく 

● 法人インターネットバンキングで登録したＥメールアドレスと同

じものを、Ｅメールアドレス１に登録することをお勧めします。 
 

Ｅメールは、香川銀行から記録請求の取引に関連する

通知情報をお知らせするために使用します。 

 
● 電話番号・ＦＡＸ番号を設定しても香川銀行で使用することはあ

りません。 

「でんさい管理者／担当者ＩＤパスワード

通知書」の初回ログオンパスワードを現在

のパスワードに入力してください。 

⑦ 

⑧ 

【注意】 

『でんさいネットサービス』の初回ログオンであ

ればパスワードの変更と連絡先情報のＥメール

アドレス１の登録が必須になります。 

⑨ 

［注意］ 

でんさい管理者にチェックを入れて、初回ログオンパスワード変更を行った場合

は、でんさい担当者でも初回ログオンパスワード変更を行ってください。 
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（参考）メールで通知される主な内容 

 利用者 管理者 備考 

承認関連 管理者が承認した完了通知

または承認差戻し通知 

利用者の承認依頼通知  

通知情報 でんさいﾈｯﾄからの新着情報

通知 

同左 通知情報の内容は、でん

さいﾈｯﾄﾒﾆｭｰより確認 

運用関連 初回ｱﾄﾞﾚｽ設定･ｱﾄﾞﾚｽ変更 同左 ｱﾄﾞﾚｽ変更時は新旧両ｱ

ﾄﾞﾚｽへ通知 

債権融資 割引対象債権を銀行に債権

譲渡された時 

同左  

 

４．『でんさいネットサービス』のトップ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●『でんさいネットサービス』のトップ画面が表示されます。 

  ●これで「ログオン」完了です。 
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Ⅳ．でんさいネットへ記録請求する手順 

 

——— 「でんさい担当者」と「でんさい管理者」による記録請求 ——— 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「でんさい管理者（担当兼務）」は、右上に        ／         ボタンが 

  表示されますので切り替えて取引を行ってください。 

 

※次ページ以降に、代表的な取引の操作手順を示します。 

 

 

手順２ メニューから各記録請求を選択し情報を入力したのち、内容を 
    確認後に「でんさい管理者」へ承認依頼する。 

手順３ 「でんさい管理者」は、手順１と同様に「法人インターネット

バンキング」から「でんさいネットサービス」へログオンする。 

手順４ 「でんさい管理者」は、未承認一覧から対象を選択して内容を 
    確認後に承認する。 

手順５ でんさいネットから完了のメッセージが表示されれば記録請求 
    は終了です。 

手順１ 「でんさい担当者」は、「法人インターネットバンキング」から 
    「でんさいネットサービス」へログオンする。 
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発生記録請求（債務者として請求）時 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【管理者宛メール通知】 

 

 

 

 

③【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

④【担当者宛メール通知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１ 債務者発生記録の入力を行う。（Ⅴ―14 ページ） 

手順２ 債務者発生記録の承認依頼を行う。（Ⅴ－15 ページ） 

手順３ 債務者発生記録の承認依頼完了を確認する。（Ⅴ－16 ページ） 

手順４ でんさい管理者に向けて承認依頼通知が行われる。 

手順７ 発生記録請求入力者に向けて承認依頼完了通知が行われる。 

手順５ 債務者発生記録の承認、否承認を行う。（Ⅵ－4 ページ） 

手順６ 債務者発生記録の承認結果を確認する。（Ⅵ－5 ページ） 
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譲渡記録請求時 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【管理者宛メール通知】 

 

 

  

 

③【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

④【担当者宛メール通知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１ 譲渡記録請求対象の検索を行う。（Ⅴ―21 ページ） 

手順２ 譲渡記録請求の入力を行う。（Ⅴ－22 ページ） 

手順３ 譲渡記録請求の承認依頼を行う。（Ⅴ－23 ページ） 

手順５ でんさい管理者に向けて承認依頼通知が行われる。 

手順６ 譲渡記録請求の承認、否承認を行う。（Ⅵ－8 ページ） 

手順７ 譲渡記録請求の承認結果を確認する。（Ⅵ－9 ページ） 

手順８ 譲渡記録請求入力者に向けて承認依頼完了通知が行われる。 

手順４ 譲渡記録請求の承認依頼完了を確認する。（Ⅴ－24 ページ） 
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変更記録請求時 

※ 変更記録を成立するためには、利害関係者の承諾が必要となります。 

※ 利害関係者が３名以上の時は、書面での取扱いとなります。 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【管理者宛メール通知】 

 

  

 

 

③【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

④【担当者宛メール通知】 

 

 

 

 

 

※利害関係者の承諾により取引が成立します。 

 承諾否認の手順概要は、次ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

手順１ 変更記録請求対象の検索を行う。（Ⅴ―33 ページ） 

手順２ 変更記録請求の入力を行う。（Ⅴ－34 ページ） 

手順３ 変更記録請求の承認依頼を行う。（Ⅴ－35 ページ） 

手順５ でんさい管理者に向けて承認依頼通知が行われる。 

手順６ 変更記録請求の承認、否承認を行う。（Ⅵ－14 ページ） 

手順７ 変更記録請求の承認結果を確認する。（Ⅵ－15 ページ） 

手順８ 変更記録請求入力者に向けて承認依頼完了通知が行われる。 

手順４ 変更記録請求の承認依頼完了を確認する。（Ⅴ－36 ページ） 



Ⅳ．でんさいネットへ記録請求する手順 

 

Ⅳ－5

承諾否認登録時 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【管理者宛メール通知】 
 

 

  

 

③【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

④【担当者宛メール通知】 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 承認待ちとなって５営業日以内に承諾しなければ、「みなし否認」となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１ 承諾否認待ち明細を検索する。（Ⅴ―52 ページ） 

手順２ 応諾区分の入力を行う。（Ⅴ－53 ページ） 

手順３ 応諾区分の承認依頼を行う。（Ⅴ－54 ページ） 

手順５ でんさい管理者に向けて承認依頼通知が行われる。 

手順６ 応諾区分の承認、否承認を行う。 

手順７ 応諾区分の承認結果を確認する。 

手順８ 応諾区分入力者に向けて承認依頼完了通知が行われる。 

手順４ 応諾区分の承認依頼完了を確認する。（Ⅴ－55 ページ） 



Ⅳ．でんさいネットへ記録請求する手順 

 

Ⅳ－6

でんさい割引申込時 

※ 事前に融資取引の申込が必要となります。 

 

①【でんさい担当者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②【管理者宛メール通知】 
 

 

  

 

③【でんさい管理者】 

 

 

 

 

 

 

 

④【担当者宛メール通知】 

 

 

 

 

⑤【担当者管理者宛メール通知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順１ 割引可能な明細を検索する。（Ⅴ―73 ページ） 

手順２ 割引申込みの入力を行う。（Ⅴ－74 ページ） 

手順３ 割引申込みの承認依頼を行う。（Ⅴ－75 ページ） 

手順５ でんさい管理者に向けて承認依頼通知が行われる。 

手順６ 割引申込みの承認、否承認を行う。（Ⅵ－27 ページ） 

手順７ 割引申込みの承認結果を確認する。（Ⅵ－28 ページ） 

手順８ 割引申込み承認依頼者に向けて承認依頼完了通知が行われる。 

手順４ 割引申込みの承認依頼完了を確認する。（Ⅴ－76 ページ） 

手順９ 債権融資手続き完了時に担当者、管理者宛に通知が行われる。 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－1 

Ⅴ．でんさい担当者編 

 

トップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他のお知らせ情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でんさいネット（記録機関）からの

通知情報が掲示されます。 

● 担当者の承認依頼に対して、

管理者の承認待ちになってい

る件数を表示しています。 

●担当者から管理者へ切り替える

ボタンです。 
●管理者（担当兼務）の方のみ表示

されます。 

●「でんさいネットサービス」からログオフします。 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－2 

業務メニュー 

 

 

（１）トップページボタン 

●ログイン直後の画面に戻ります。 

 

 

 

（２）照会業務ボタン 

●照会業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）固定長のテキストファイルであり、ＣＳＶファイルではありません。詳細については、でんさい 

ネットのホームページ「でんさいネット標準フォーマット」でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●でんさいネットからの通知情報が確認で

きます。（Ⅴ－7 ページ参照） 
●ダウンロードは、お客様でご使用できるフ

ァイルを作成できます。（注１） 
（Ⅴ－8 ページ参照） 

●でんさいネットに記録されている債権情

報を照会することができます。 
（Ⅴ－9、10 ページ参照） 

●でんさいネットに登録されている利用者

情報を照会することができます。 
（Ⅴ－11 ページ参照） 

●過去の取引履歴と操作履歴を照会するこ

とができます。（Ⅴ－12 ページ参照） 

●一括記録請求結果を照会することができ

ます。（Ⅴ－13 ページ参照） 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－3 

 

 

（３）債権記録業務ボタン 

●債権記録業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 指定フォーマットによる固定長ファイルの作成が必要です。詳細については、でんさい 

ネットのホームページ「でんさいネット標準フォーマット」でご確認ください。 

（注２） 指定許可登録・変更を利用する場合は、指定許可利用の申し込みが必要です。 

●債務者方式による発生記録を請求する場合（Ⅴ－14 ページ参照） 

●債権者方式による発生記録を請求する場合（Ⅴ－17 ページ参照） 

●履歴から発生記録を請求する場合    （Ⅴ－20 ページ参照） 

●でんさいを譲渡する場合        （Ⅴ－21 ページ参照） 

●でんさいを分割譲渡する場合      （Ⅴ－25 ページ参照） 

●譲渡以外で単独で保証記録請求する場合 （Ⅴ－29 ページ参照） 

●でんさいの内容を変更する場合     （Ⅴ－33 ページ参照） 

●口座間送金決済以外で支払等記録請求

をする場合 

●債権者方式等による承諾・否認の場合   （Ⅴ－52 ページ参照） 

●各請求の取消を行う場合         （Ⅴ－56 ページ参照） 

●各請求の予約取消を行う場合       （Ⅴ－62 ページ参照） 

●各記録請求を一括して請求する場合（注１） 

●指定許可先の登録および変更の場合（注２） 

●請求先を事前登録および削除する場合 

（Ⅴ－37 ページ参照） 

（Ⅴ－66 ページ参照） 

（Ⅴ－68 ページ参照） 

（Ⅴ－70 ページ参照） 

（Ⅴ－41 ページ参照） 

（Ⅴ－45 ページ参照） 

（Ⅴ－48 ページ参照） 

●担当者が承認依頼した内容を確認する場合 （Ⅴ－72 ページ参照） 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－4 

 

 

（４）債権融資業務ボタン 

●債権融資業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

（注１）事前に香川銀行へでんさいによる融資取引の申し込みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ユーザ管理ボタン 

●ユーザ管理にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●債権を香川銀行で割引く場合（注１） 

●Ｅメールアドレスを変更できます。 

（Ⅴ－73 ページ参照） 

（Ⅴ－86 ページ参照） 

●申込した債権を一覧で確認できます （Ⅴ－85 ページ参照） 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－5 

口座情報の入力【共通操作】 

【注意事項】次の操作は、相手口座を特定する時に利用する共通操作となります。 

（１）金融機関選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）支店選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

③ 

① 

② 

③ 

●検 索 結 果 が

複 数 表 示 さ

れた場合は、

ス ク ロ ー ル

バ ー を 使 っ

てください。 
 

● 頭文字のア～ワボタンを

クリックしてください。 

●半角カナを入力して検索ボタンを

クリックしてください。 

どちらの検索でも右に

結果を表示します。 

３つの検索のどれ

か１つを使って右

に支店名を表示さ

せてください。 

●対象の支店にチェックを入

れて選択してください。 

●対象の支店を選択後に次へボタンをクリックしてください。 
 

●対象の金融機関を選択後に次へボタンをクリックしてください。 

●対象の金融機関にチェックを

入れて選択してください。 

① 



Ⅴ．でんさい担当者編 

Ⅴ－6 

口座情報の入力【共通操作】 

（３）口座情報入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順】 

  ①口座科目の「普通」もしくは「当座」を選択してください。 

  ②口座番号を入力してください。 

  ③入力内容を確認して、口座情報の決定ボタンをクリックしてください。 

 

 

① 

② 
③ 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－7 

（１）通知情報照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

●通知情報は、２００件を超えるとエラーとなり表示されません。検索条件による絞り込みが必要となります。 

●毎月第２土曜日に通知日から３ヶ月を超えた通知情報は、削除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●通 知 情 報が多 い 場 合

は、検索条件を入力し

この内容で検索ボタン

をクリックしてくださ

い。 

●１０件を超えている場合は、

青文字になっています。 
クリックすると次の１０件

が表示されます。 

●日付・時間の青文字をクリック

すると詳細が表示されます。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－8 

（2）通知情報ダウンロード 

 

【注意事項】別システムでご利用になる場合などに、ダウンロードしてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順】 

 ①通知先口座情報が複数ある場合は、指定の口座を選択してください。 

 ②通知情報ダウンロード条件を入力してください。 

 ③この内容を表示ボタンをクリックしてください。 

 ④通知情報一覧で内容を確認してください。 

 ⑤この内容でダウンロードボタンをクリックしてください。 

 ※⑥一括請求結果をダウンロードする場合に入力してください。 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－9 

（３）記録事項の開示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●予約中の明細は、「記録事項の開示」で確認することができません。 

  「提供情報の開示（Ⅴ－10 ページ参照）」でご確認ください。 

●口座情報が複数の場合、

選択してください。 

「立場」にチェッ

クをいれると入

力できます。 

●記録番号の青文字をクリックすると

記録事項の内容が表示されます。 

●検索条件の入力が正しいことを確認後この内容で検索ボタンをクリック

してください。 
●検索条件にあてはまる場合は、下記の最新債権情報一覧が表示されます。 

●固定長ファイルを作成する場合、クリックしてください。 

●指定あり を選択し

た場合、口座情報を

入力してください。 
入力方法は、Ⅴ

－ 5 ペ ー ジ の

「口座情報の入

力」をご参照く

ださい。 

最新債権情報を各項目で並び替えできます。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－10 

（４）提供情報の開示 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●操作方法（検索条件以外）は、

記録事項の開示と同じです。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－11 

（5）でんさい利用者情報照会 （6）でんさいアカウント情報照会 

 

・でんさい利用者情報照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・でんさいアカウント情報照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指定許可登録を行った先

を表示しています。 

●検索する利用者の口座情

報を入力してください。 
 入力方法は、Ⅴ－5 ページ 
 の「口座情報の入力」をご

参照ください。 

●検索条件が入力できましたら

この内容で照会ボタンをクリ

ックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－12 

（7）取引履歴照会 （8）操作履歴照会 

 

・取引履歴照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●過去の取引履歴を確認することができます。 

 

・操作履歴照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●操作内容を確認することができます。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●取引日時の青文字をクリックすると詳細が

表示されます。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．１ 照会業務） 

Ⅴ－13 

（９）一括記録請求結果照会 

 

●一括記録請求で請求した結果を照会できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①一括依頼番号をクリックすると、詳細が確認できます。 

 

 

●発生／譲渡請求種別を選択

する場合はクリックしてく

ださい。 

① 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－14 

（１）発生記録請求（債務者として請求） 
 ①入力画面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【入力時の注意事項】 
●債務者情報（請求者） 

決済口座が複数ある場合は、対象口座にチェックしてください。 
●債権者情報 

口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 
 ●債権情報 
  債権金額：１円以上１００億円未満を１円単位で入力してください。 
  支払期日：電子記録年月日から３銀行営業日の翌日以降から、１０年後の応答日までの間の日付を入力して

ください。 
  電子記録年月日：請求日もしくは、請求日から１ヶ月後の応答日までの日付を入力してください。 
  譲渡制限の有無：債権者の方の譲渡を金融機関のみに限定する場合に選択してください。 
 ●請求者任意情報 
  英数大文字で４０桁まで入力できます。任意項目ですので入力しなくても結構です。 

●相手先の利用者番号入力してください。 

●相手先の口座情報を入力してください。入力方法は、

Ⅴ－5 ページの「口座情報の入力」をご参照ください。 

● 全ての入力ができましたら入力内容の確認

ボタンをクリックしてください。 
●承認依頼画面が表示されます。 

● 取引の流れを表しています。 

●任意項目に入力することで債権に記

録することができます。 
●お客様の管理コードとして利用して

ください。 

ＡＢＣＤ123456 

● 「支払期日」の初期

日付は、当日から３

銀行営業日後の日付

を表示しています。 

● 「電子記録年月日」

の初期日付は、当日

を表示しています。 

● 「支払期日」および

「電子記録年月日」

は、▼をクリックし

て年・月・日を目的

の日付に変更してく

ださい。 

●事前登録請求先一覧

より選択できます。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－15 

（１）発生記録請求（債務者として請求） 
 ②承認依頼画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●内容が正しければ承認依頼ボタンをクリックしてください。 
●承認完了画面が表示されます。 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 

●入力内容を変更する場合は戻るボタンをクリ

ックしてください。 

ＡＢＣＤ123456 

ＡＢＣＤＥ１２３４５ 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－16 

（１）発生記録請求（債務者として請求） 
 ③承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

ＡＢＣＤＥ１２３４５ 

●請求先事前登録画面 

V－70 ページに移ります。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－17 

（２）発生記録請求（債権者として請求） 
 ①入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入力時の注意事項】 
●債務者情報 

口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 
●債権者情報（請求者） 

複数の口座がある場合は、対象口座にチェックを入れてください。 
 ●債権情報 
  債権金額：１円以上１００億円未満を１円単位で入力してください。 
  支払期日：電子記録年月日から７銀行営業日の翌日以降から、１０年後の応答日までの間の日付を入力して

ください。 
  電子記録予定年月日：当日もしくは、当日から１ヶ月後の応答日までの日付を入力してください。 
  譲渡制限の有無：譲渡を金融機関に限定する場合に選択してください。（通常は、「制限なし」です。） 
 ●請求者任意情報 
  英数大文字で４０桁まで入力できます。任意項目ですので入力しなくても結構です。 
 

● 取引の流れを表してい

ます。 

●相手先の利用者番号を入力してください。 

●相手先の口座情報を入力してください。 
●入力方法は、Ⅴ－5 ページの「口座情報の入

力」をご参照ください。 

● 全ての入力ができましたら入力内容の確認

ボタンをクリックしてください。 
●承認依頼画面が表示されます。 

● 「支払期日」および「電

子記録年月日」は、▼

を ク リ ッ ク し て 年 ・

月・日を入力してくだ

さい。 

ＡＢＣＤ123456 

●任意項目ですが債権に記録

されます。 
●お客様の管理コードとして

利用してください。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－18 

（２）発生記録請求（債権者として請求） 
 ②承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。 

● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 

ＡＢＣＤ123456 

ＡＢＣＤＥ１２３４５ 

●内容が正しければ承認依頼ボタンを

クリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－19 

（２）発生記録請求（債権者として請求） 
 ③承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

ＡＢＣＤＥ１２３４５ 

●請求先事前登録画面 

V－70 ページに移ります。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－20 

（３）発生記録請求（履歴から請求） 
 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手順】 

 ①請求方式を選択して、相手先の利用者番号 9 桁を入力してください。 

 ②取引日および債権金額を入力することで検索条件を絞ることができます。 

 ③この内容で検索ボタンをクリックしてください。 

 ④「発生記録履歴検索結果」の一覧から「相手先でんさい利用者番号」をクリックしてください。 

 ⑤①で選択した請求方式の取引画面へ遷移します。 

※債務者方式（Ⅴ－14 ページ）、債権者方式（Ⅴ－17 ページ） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
●利用者番号の青文字をクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－212

譲 渡 記 録 請 求         

 ①検索画面2
2

2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
【入力時の注意事項】2

●債務者口座情報2
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。2

2
2
2
2
2
 

 

 

 

 

 

 

●「通常債権」は、でんさいネットに記録されている債権のことです。2

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。2
●下記検索結果に一覧が表示されます。2

●譲渡を行う対象債権の記録番号（青文字）を

クリックして次へ進みます。2

●「記録番号」・「記録番号

以外」のいずれかを選択

してください。2

● 

記
録
番
号
以
外
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－222

譲 渡 記 録 請 求         

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

●譲受人の利用者番号と

口座情報を入力してく

ださい。2
●口座情報入力の方法は、

Ⅴ－5 ページの「口座情

報の入力」をご参照くだ

さい。2

● 譲渡記録を請求す

る日付を入力して

ください。2
2

●譲渡人を保証人とす

る区分です。2
●通常の譲渡であれ

ば、「あり」を選択し

てください。2

●任意項目ですが入力することで

でんさいネットに記録されま

す。2
●お客様の管理コードとして利用

してください。2

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。2
2

●対象債権の選択間違いがあれば2
一覧に戻るボタンで戻れます。2

2

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－232

譲 渡 記 録 請 求         

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。2
● でんさいネットへは、記録

されません。2
●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。2

あいうえお 123456 

ＡＢＣＤ123456 

●入力内容が正しいことを確認した後承認依頼

ボタンをクリックしてください。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－242

譲 渡 記 録 請 求         

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 

●請求先事前登録画面 

V－70 ページに移ります。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－252

分 割 譲 渡 記 録 請 求           

 ①検索画面2
2

2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
【入力時の注意事項】2

●債務者口座情報2
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。2

2
2
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「通常債権」は、記録されている債権のことです。2

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。2
●下記検索結果に一覧が表示されます。2

●分割譲渡を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。2

● 

記
録
番
号
以
外
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。2

●「記録番号」・「記録番号

以外」のいずれかを選択

してください。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－262

分 割 譲 渡 記 録 請 求           

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

●譲受人の利用者番号と口

座情報を入力してくださ

い。2
●口座情報入力の方法は、

Ⅴ－5 ページの「口座情

報の入力」をご参照くだ

さい。2

● 譲渡記録を請求する日付を入

力してください。2
2

●譲渡人（ご自身）を保証人とす

る区分です。2
●通常の譲渡であれば、「あり」

を選択してください。2

●任意項目ですが入力することで

でんさいネットに記録されま

す。2
●お客様の管理コードとして利用

してください。2

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。2

●対象の債権を変更する場合は2
一覧に戻るボタンで戻れます。2

2

● １円以上の債権金額を入力し

てください。2

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－272

分 割 譲 渡 記 録 請 求           

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントした

い場合に入力してくだ

さい。2
● でんさいネットへは、記

録されません。2
2

●入力内容を修正する場合は戻る2
ボタンをクリックしてください。2

● 入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。2

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－282

分 割 譲 渡 記 録 請 求           

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいうえお 123456 

 

ＡＢＣＤ123456 

●請求先事前登録画面 

V－70 ページに移ります。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－292

保 証 記 録 請 求         

 ①検索画面2
2

2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

●でんさいに譲渡記録以外で保証人情報を記録する場合に請求してください。2
2
【入力時の注意事項】2

●債務者口座情報2
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「記録番号」・「記録番号以外」のいずれかを選択してください。2

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。2
●下記検索結果に一覧が表示されます。2

●保証記録を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。2

● 

記
録
番
号
以
外
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－302

保 証 記 録 請 求         

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

●保証人の利用者番号と

口座情報を入力してく

ださい。2
●口 座 情 報 入 力 の 方 法

は、Ⅴ－5 ページの「口

座情報の入力」をご参

照ください。2
2

●対象債権の選択を変更する場合は一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。2
2

ＡＢＣＤ123456 

●入力内容が正しいことを確認後入力内容の確認

ボタンをクリックしてください。2

●任意項目ですが入力することで

でんさいネットに記録されます。2
●お客様の管理コードとして利用

してください。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－312

保 証 記 録 請 求         

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントした

い場合に入力してくだ

さい。2
● でんさいネットへは、

記録されません。2
2

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。2

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－322

保 証 記 録 請 求         

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 

●請求先事前登録画面 

V－70 ページに移ります。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－332

変 更 記 録 請 求         

 ①検索画面2
2

2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
【入力時の注意事項】2

●すでに記録されているでんさいの内容を変更する場合に請求してください。（債権の削除を含みます。）2
●すべての利害関係人の承諾がなければ変更記録はできません。2
●利害関係者が３名以上の時は、書面での取扱いとなります。2
●相手方口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ⅴ－5 ページ）を参照してください。2
●１５時までに担当者での承認依頼及び、管理者での承認取引を完了させてください。2

2
2
2
2
 

 

 

 

 

 

●「記録番号」・「記録番号以外」のいずれかを選択してください。2

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。2
●下記検索結果に一覧が表示されます。2

●変更記録を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。2

● 

記
録
番
号
以
外
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－342

 

変 更 記 録 請 求         

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「項目値変更」・「債権削除」

のいずれかを選択してくだ

さい。2

2
●「変更原因」に特殊な理由がある

場合、「その他（テキスト入力）」

を選択して「変更原因（その他）」

へ理由を入力してください。2

●「 債 権 金 額 」

「 支 払 期 日 」

「譲渡制限の

有無」のどれか

１つしか選択

できません。2

●任意項目ですが入力

することででんさい

ネットに記録されま

す。2
●お客様の管理コード

として利用してくだ

さい。2

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。2

ＡＢＣＤ123456 

●対象債権の選択を変更する場合は

一覧に戻るボタンで戻れます。2
2



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－352

 

変 更 記 録 請 求         

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい場合

に入力してください。2
● でんさいネットへは、記録さ

れません。2

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。2

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。2

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 



Ⅴ．でんさい担当者編 （５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－362

 

変 更 記 録 請 求         

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

あいうえお 123456 

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－37 

（１）支払等記録請求（債権者として請求） 

 ①検索画面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入力時の注意事項】 

●債務者口座情報 
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

●「記録番号」・「記録番号以外」のいずれかを選択してください。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●支払等記録を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。 

● 

記
録
番
号
以
外
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－38 

（１）支払等記録請求（債権者として請求） 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 

●対象債権を変更する場合一覧に戻る

ボタンで戻れます。 
 

●支払者の利用者番号

と口座情報を入力し

てください。 
●口座情報入力の方法

は、Ⅴ－5 ページの

「口座情報の入力」

をご参照ください。 

●支払者区分が「債務者」

以外の場合、入力可能と

なります。 

●支払者区分が「第三者」の

場合、入力可能となります。 

●任意項目ですが入

力することででん

さいネットに記録

されます。 
●お客様の管理コー

ドとして利用して

ください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－39 

（１）支払等記録請求（債権者として請求） 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認した後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－40 

（１）支払等記録請求（債権者として請求） 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－41 

（２）支払等記録請求（債務者／保証人として請求） 

 ①検索画面（例：債務者の立場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入力時の注意事項】 
●債務者口座情報 

債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●支払等記録を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。 

●立場で検索する場合、「債務者」または「電子

記録保証人」を選択してください。 

●保証人の立場のでんさいであれば

「電子記録保証人」と表示されます。 

●「記録番号」・「立場」のいずれかを選択してください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－42 

（２）支払等記録請求（債務者／保証人として請求） 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 

●対象債権の選択を変更したい場合

一覧に戻るボタンをクリックして

ください。 

●任意項目ですが入力

することででんさい

ネットに記録されま

す。 
● お客様の管理コード

として利用してくだ

さい。 

● 保証人による請求の場合、

「電子記録保証人」と表示

されます。 

● 支払者区分が「債務

者」以外であれば、

「費用等」を入力す

る任意の項目があり

ます。 
● 入力すれば記録でき

ます。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－43 

（２）支払等記録請求（債務者／保証人として請求） 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－44 

（２）支払等記録請求（債務者／保証人として請求） 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－45 

（３）支払等記録請求（第三者として請求） 

 ①入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

 ●支払期日の前に請求することは、できません。 

 

 

 
●上記から選択してください。 

● 対象の記録番号を

入力してください。 

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 

●任意項目ですが入力するこ

とででんさいネットに記録

されます。 
●お客様の管理コードとして

利用してください。 

● 任意項目ですが入力す

ることで債権に記録す

ることができます。 

● 支払を受ける利用者番

号、口座情報を入力して

ください。 
● 口座情報入力の方法は、

Ⅴ－5 ページの「口座情

報の入力」をご参照くだ

さい。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－46 

（３）支払等記録請求（第三者として請求） 

 ②承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－47 

（３）支払等記録請求（第三者として請求） 

 ③承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－48 

（４）支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ①入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入力時の注意事項】 
●債務者口座情報 

債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●立場で検索する場合、「支払者（電子

記録保証人）」または「支払者（第三

者）」を選択してください。 
●特別求償権であれば、「支払者（電子

記録保証人）」を選択してください。 
●求償権であれば「支払者（第三者）」

を選択してください。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索

ボタンをクリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●支払等記録を行う対象債権の記録番号（青文字）

をクリックして次へ進みます。 

●「記録番号」・「立場」のいずれかを選択してください。 

● 記録番号以外で検索する場合、立場

から債務者口座情報までが入力可能

です。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－49 

（４）支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●支払者のでんさい利用者番号と決済口座

を入力してください。 
●口座情報入力の方法は、Ⅴ－5 ページの「口

座情報の入力」をご参照ください。 
 

●必要な項目を入力してください。 

●支払者情報で入力した方の立場を

選択してください。 
●「債務者」であれば、でんさいは消

滅になります。 
●「電子記録保証人」もしくは「第三

者」であれば、求償権および特別求

償権の権利が移動します。 

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 

●任意項目ですが入力することででんさい

ネットに記録されます。 
●お客様の管理コードとして利用してくだ

さい。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－50 

（４）支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録さ

れません。 ●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。  

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－51 

（４）支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－52 

承 諾 ／ 否 認         

 ①検索画面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注意事項】 

●承諾／否認が必要な記録請求は、「発生記録（債権者方式）」「変更記録」「保証記録」 
 「支払等記録（支払者立場）」の４つです。 
●電子記録年月日から５銀行営業日以内に「承諾」を行わないと「みなし否認」となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●対象の記録番号（青文字）をクリックして次へ進み

ます。 
 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索ボタン

をクリックしてください。 
●下記検索結果一覧が表示されます。 

●空白にするとすべてを対象と

します。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－53 

承 諾 ／ 否 認         

 ②入力画面（例：変更記録の承諾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力できましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 

●対象債権を変更する場合は一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。 
 

●「承諾」または「否認」

を選択してください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－54 

承 諾 ／ 否 認         

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 

●入力内容を修正する場合は戻るボタンを

クリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－55 

承 諾 ／ 否 認         

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－56 

（１）削除【例：債務者発生記録】 

 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

●削除ができる条件： 

  ①でんさいネットに記録されていること。 

  ②電子記録年月日（同日を含め）から５銀行営業日以内の債権であること。 

  ③発生記録の削除（取消）は、債権者であること。      

⇒債務者から削除（取消）できません。 

  ④譲渡記録、分割記録の削除（取消）は、譲受人であること。 

⇒譲渡人から削除（取消）できません。 

  ⑤分割記録の削除は、譲渡記録と保証記録の削除となり、金額は分割されたままです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●対象の記録番号（青文字）をクリックして

次へ進みます。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●債権金額・支払

期日で検索する

場合、入力して

ください。 

●削除できる記録請求 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－57 

（１）削除【例：債務者発生記録】 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容が正しいことを確認後削除内容の確認

ボタンをクリックしてください。 

●対象の債権を変更する場合は一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。 
 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－58 

（１）削除【例：債務者発生記録】 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい場合

に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録さ

れません。 
 

●入力内容を修正する場合は戻るボタン

をクリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－59 

（１）削除【例：債務者発生記録】 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引き続き削除取引を行う場合は、一覧に戻るボタンを

クリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－60 

（２）削除【例：譲渡記録】 

 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●対象の記録番号（青文字）をクリックして

次へ進みます。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－61 

（２）削除【例：譲渡記録】 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 ●分割譲渡記録の削除についても、保証記録限定取消有無の入力があります。 

  ①削除内容の確認ボタンをクリックしたあとは、入力内容の確認画面が表示されます。 

②入力内容が正しいことを確認後、画面下に表示している承認依頼ボタンをクリックしてくださ

い。 

 ③承認依頼完了画面が表示されて管理者へ承認依頼が完了します。 

 

 

●管理者の承認取引により、取引が完了いたします。この時点では、

まだでんさいネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

●内容が正しいことを確認後削除内容の確認

ボタンをクリックしてください。 

●対象の債権を変更する場合は一覧に戻る

ボタンで戻ってください。 
 

●譲渡記録に付随している保証記録

のみを削除する場合、ありにチェ

ックを入れてください。 
 

※保証記録のみ削除した場合は、

譲渡記録の削除はできなくなり

ます。 
 

●譲渡記録と保証記録の両方を削除

する場合、なしにチェックを入れ

てください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－62 

（３）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【注意事項】 

  ①予約取消は、請求者（債務者）および債権者（譲受人）どちらの立場からでも予約取消ができ

ます。 

  ②分割譲渡記録の予約取消を譲渡人から行った場合は、債権は元の状態に戻ります。 

しかし、譲受人から分割譲渡の予約取消を行った場合は、譲渡請求の予約のみが取消されます。

したがって、譲渡人も予約期間中に分割記録の取消を行ってください。分割記録の取消を行わ

なければ、債権は分割されたままの状態となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●債権金額・支払

期日で検索する

場合、入力して

ください。 

●検索条件が入力できましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 
●下記検索結果に一覧が表示されます。 

●対象の記録番号（青文字）をクリックし

て次へ進みます。 

●予約取消できる記録請求 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－63 

（３）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容が正しいことを確認後取消内容の確認

ボタンをクリックしてください。 

●予約請求の選択を変更する場合は一覧に戻る

ボタンで戻ってください。 
 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－64 

（３）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 

●入力内容を修正する場合は戻るボタンを

クリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－65 

（３）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●引き続き予約取消取引を行う場合は一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－66 

一 括 記 録 請 求         

 ①アップロードファイル入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認依頼画面 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アップロードファイル参照ができましたら入力内容の確認

ボタンをクリックしてください。 

C:\発生記録請求.txt 
① 

●一括請求するためのファイルを指定するため

アップロードファイル参照ボタンをクリック

して選択してください。 
●ファイル名にルールはありません。 

② 

●入力内容を修正する場合は戻る

ボタンをクリックしてください。 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼

ボタンをクリックしてください。 ● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

C:\発生記録請求.txt 

●一括請求 Assist または、別ソフトで作成したファイル形式

を選択してください。 

 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－67 

一 括 記 録 請 求         

 ③承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③請求明細表示をクリックすると、一括記録請求ファイル内容のポップアップ画面が 

表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

C:\発生記録請求.txt 

③ 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－68 

指 定 許 可 登 録 

 ①入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指定許可する業務にチェックしてください。 
●複数選択可能です。 

●①指定許可する利用者番号を入力してください。 
● ②指定許可先の口座情報を入力してください。 

※口座情報入力の方法は、Ⅴ－5 ページの「口座情

報の入力」をご参照ください。 

① 

② 

③ 

④ 
●入力内容が確認できましたら指定許可先追加

ボタンをクリックしてください。 

●指定許可先を引き続き登録・削除する場合指定許可入力へ戻る

ボタンをクリックしてください。 

●登録結果を印刷する場合は、

印刷をクリックしてくださ

い。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－69 

指 定 許 可 登 録（削除） 

 ①入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指定許可先を削除する業務にチェックを入れて

ください。 

●①指定許可先一覧に表示されてい

る対象の利用者番号を入力してく

ださい。 
●②削除対象の口座情報を入力して

ください。 
 ※口座情報入力の方法は、Ⅴ－5

ページの「口座情報の入力」をご

参照ください。 ① 

② 

③ 

④ 
●入力内容が正しいことを確認後指定許可先削除

ボタンをクリックしてください。 

●指定許可先を引き続き登録変更する場合指定許可入力へ戻る

ボタンをクリックしてください。 

●削除結果を印刷する場合は、

印刷をクリックしてくださ

い。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－70 

請 求 先 事 前 登 録（登録） 

 ①入力画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②結果画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現在登録されている「事前登録請求先」が表示されています。 

●請求先事前登録を引き続き追加・削除する場合、 
請求先事前登録入力へ戻るボタンをクリックしてください。 

●①請求先追加する利用者番号を入力してくださ

い。 
● ②請求先追加する口座情報を入力してください。 

※口座情報入力の方法は、Ⅴ－5 ページの「口座情

報の入力」をご参照ください。 

① 
② 

③ ●③入力内容が確認できましたら 
請求先追加ボタンをクリックしてください。 

●登録結果を印刷する場合は、

印刷をクリックしてくださ

い。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－71 

請 求 先 事 前 登 録（削除） 

 ①入力画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②結果画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現在登録されている「事前登録請求先」が表示されています。 

① 

●①請求先削除する利用者番号を 
クリックしてください。 

② 

●②内容が確認できましたら 
請求先削除ボタンをクリックしてください。 

●請求先事前登録を引き続き追加・削除する場合、 
請求先事前登録入力へ戻るボタンをクリックしてください。 

●削除結果を印刷する場合は、

印刷をクリックしてくださ

い。 



Ⅴ．でんさい担当者編（５．２ 債権記録業務） 

Ⅴ－72 

承 認 依 頼 一 覧         

 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  

 

 

 

●承認ステータスが「却下」の場合、対象先にチェックを入れて

請求依頼を削除ボタンで削除することができます。 

●承認依頼を絞り込みたい場合は、検索

条件を入力してこの内容で検索ボタン

をクリックしてください。 

●「却下」「承認エラー」の場合、

詳細を表示ボタンをクリックす

ると入力画面に切り替わります。 
 
●「承認待」「承認完了」の場合、

詳細を表示ボタンをクリックす

ると結果画面が表示されます。 

●「承認エラー」の青文字をクリックすると

エラー内容が表示されます。 

●対象先のチェックは、丸い部分をクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ⅴ－73 

（１）でんさい割引申込 

 ①検索画面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入力時の注意事項】 

●債務者口座情報 
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 

 

 

 

 

●下記で表示されている債権の並び替えが行えます。 
●並び替えが必要であれば、いずれかを選択し、並び替え

ボタンをクリックしてください。 

●融資可能債権を検索条件で

絞り込みしてください。 

●検索条件の入力ができましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 

●でんさい割引を申し込む対象の債権にチェックを入れてください。 

●記録番号をクリックすると債権の開示情報が表示されます。 

●対象の債権にチェックできましたら選択ボタンをクリックしてください。 

●「記録番号」・「債権情報」のいずれかを選択してください。 

● 

債
権
情
報
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ⅴ－74 

（１）でんさい割引申込 

 ②入力画面 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●やり直す場合は、一覧に戻るボタン 
をクリックしてください。 

●割引希望日を入力して

ください。 
※事務手続き上、お客様

の希望に添えない場合

もあります。 
※急ぎの場合は、お客様

の決済口座がある支店

へ連絡してください。 

●入力ができましたら入力内容の確認ボタンをクリックして

ください。 

●任意項目に入力することで債

権に記録することができます。 
●お客様の管理コードとして利

用してください。 

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ⅴ－75 

（１）でんさい割引申込 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼ボタンをクリック

してください。 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ⅴ－76 

（１）でんさい割引申込 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

● 一覧に戻るボタンで債権の選択画

面に戻ります。 
 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－77 

（２）でんさい割引申込（複数債権選択） 

 ①検索画面 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入力時の注意事項】 

●債務者口座情報 
債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 

 
 
 
 

●下記で表示されている債権の並び替えが行えます。 
●並び替えが必要であれば、いずれかを選択し、並び替え

ボタンをクリックしてください。 

●融資可能債権を検索条件で

絞り込みしてください。 

●検索条件の入力ができましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 

●でんさい割引を申し込む対象の債権にチェックを入れてください。 

●記録番号をクリックすると債権の開示情報が表示されます。 

●対象の債権にチェックできましたら選択ボタンをクリックしてください。 

●「記録番号」・「債権情報」のいずれかを選択してください。 

● 

債
権
情
報
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－78 

（２）でんさい割引申込（複数債権選択） 

 ②入力画面 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●やり直す場合は、一覧に戻るボタン

をクリックしてください。 

●割引希望日を入力

してください。 
※事務手続き上、お客

様の希望に添えな

い場合もあります。 
※急ぎの場合は、お客

様の決済口座があ

る支店へ連絡して

ください。 

●入力ができましたら入力内容の確認ボタン

をクリックしてください。 
●任意項目に入力することで

債権に記録することができ

ます。 
●お客様の管理コードとして

利用してください。 

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－79 

（２）でんさい割引申込（複数債権選択） 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼ボタンをクリック

してください。 

● 管理者へコメントしたい

場合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－80 

（２）でんさい割引申込（複数債権選択） 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 一覧に戻るボタンで債権の選択画

面に戻ります。 
 

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－81 

（３）でんさい割引申込（分割） 

 ①検索画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入力時の注意事項】 
●債務者口座情報 

債務者口座情報の入力方法は、「口座情報の入力」（Ｖ－5 ページ）を参照してください。 

●分割して、でんさい割引を申し込む場合は、複数の債権は選択できません。  

 

 

 

●対象の債権にチェックできましたら選択ボタンをクリックしてください。 

●対象の債権を検索できましたらチェックしてください。 

● 

債
権
情
報
で
検
索
す
る
場
合
入
力
可
能
で
す
。 

●融資可能債権を検索条件

で絞り込みしてください。 

●「記録番号」・「債権情報」のいずれかを選択してください。 

●下記で表示されている債権の並び替えが行え

ます。 
●並び替えが必要であれば、いずれかを選択し、

並び替えボタンをクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－82 

（３）でんさい割引申込（分割） 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 分割して割引する金額

を入力してください。 

●割引希望日を入力し

てください。 
※事務手続き上、お客

様の希望に添えない

場合もあります。 
※急ぎの場合は、お客

様の決済口座がある

支店へ連絡してくだ

さい。 
 

●やり直す場合は、一覧に戻るボタ

ンをクリックしてください。 

●入力ができましたら入力内容の確認ボタンをクリックして

ください。 

ＡＢＣＤ123456 

●任意項目に入力することで債権

に記録することができます。 
●お客様の管理コードとして利用

してください。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－83 

 

（３）でんさい割引申込（分割） 

 ③承認依頼画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●入力内容が正しいことを確認後承認依頼ボタンをクリック

してください。 

● 管理者へコメントしたい場

合に入力してください。 
● でんさいネットへは、記録

されません。 
 

ＡＢＣＤ123456 

あいうえお 123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－84 

（３）でんさい割引申込（分割） 

 ④承認依頼完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

●続きは、管理者の承認取引になります。この時点では、まだでんさい

ネットに記録されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一覧に戻るボタンで債権の選択画面に

戻ります。 

あいうえお 123456 

ＡＢＣＤ123456 



Ⅴ．でんさい担当者（５．３ 債権融資業務） 

Ｖ－85 

（４）債権融資申込一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①詳細を表示ボタンをクリックすると、詳細内容が確認できます。 

 
 
 

●債権融資状況を検索条件で

絞り込みします。 

●検索条件の入力ができましたらこの内容で検索ボタンを

クリックしてください。 

●詳細を確認したい場合は、確認したい債権を選択して、 
詳細を表示ボタンをクリックしてください。 

① 



Ⅴ．でんさい担当者（５．４ ユーザ管理） 

Ⅴ－86 

ユ ー ザ 情 報 変 更           

（１）連絡先変更 

 ①選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②入力画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●連絡先情報の入力ができましたら連絡先の変更ボタンを

クリックしてください。 

●Ｅメールアドレスの変更ができます。 
 法人インターネットバンキングに登録してい

るＥメールアドレス変更時に、でんさいネット

の連絡先についても、同じアドレスで変更して

ください。 

●連絡先情報（青文字）をクリックしてください。 



Ⅴ．でんさい担当者（５．４ ユーザ管理） 

Ⅴ－87 

ユ ー ザ 情 報 変 更           

（２）パスワード変更 

  ※法人インターネットバンキングより直接ログオンしていくため、変更する 

   必要はありません。 

 ①選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②入力画面 

 

 

③変更完了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ．でんさい管理者編  

Ⅵ－1 

Ⅵ．でんさい管理者編 

 

トップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他のお知らせ情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 担当者からの承認依頼件数を表示します。 
● 承認漏れがないか確認できます。 

●管理者から担当者へ切り替える

ボタンです。 
●管理者（担当者兼務）の方のみ

表示されます。 

●「でんさいネットサービス」からログオフします。 



Ⅵ．でんさい管理者編  

Ⅵ－2 

業務メニュー 

 

 

 

（１） トップページボタン 

●ログイン直後の画面に戻ります。 

 

 

 

（２）照会業務ボタン ※照会業務は、でんさい担当者と同じ機能です。 

●照会業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 2）固定長のテキストファイルであり、ＣＳＶファイルではありません。詳細については、でんさい 

ネットのホームページ「でんさいネット標準フォーマット」でご確認ください。 

 

 

 

 

 

●でんさいネットからの通知情報が確認 
できます。（Ⅴ－7 ページ参照） 

●ダウンロードは、お客様でご使用できる 
ファイルを作成できます。（注 2） 
（Ⅴ－8 ページ参照） 

●でんさいネットに記録されている債権 
情報を照会することができます。 
（Ⅴ－9、10 ページ参照） 

 

●でんさいネットに登録されている利用者 
情報を照会することができます。 
（Ⅴ－11 ページ参照） 

●過去の取引履歴と操作履歴を照会するこ 
とができます。（Ⅴ－12 ページ参照） 

●一括記録請求結果を照会することができ

ます。（Ⅴ－13 ページ参照） 



Ⅵ．でんさい管理者編  

Ⅵ－3 

 

 

（３）債権記録業務ボタン 

●債権記録業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）債権融資業務ボタン 

  ●債権融資業務にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ユーザ管理ボタン ※ユーザ管理は、でんさい担当者と同じ機能です。 

●ユーザ管理にマウスをあてると、次のメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Ｅメールアドレスを変更できます。 

●担当者から承認依頼に対して承認／否認を行います。 

（Ⅴ－86 ページ参照） 

（Ⅵ－4～Ⅵ－28 ページ参照） 

●申込した債権を一覧で確認できます （Ⅴ－85 ページ参照） 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－4 

（１）発生記録請求（債務者請求） 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「債務者発生記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●否承認で担当者へコメントする場合は、

入力してください。担当者の「承認依頼

一覧」に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●内容を修正する場合や、取りや

める場合は否承認ボタンをク

リックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に

「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」

からやり直すことができます。 ●入力内容が正しいことを確認後

この内容で債権発行申込ボタン

をクリックしてください。 

ＡＢＣＤ123456 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－5 

（１）発生記録請求（債務者請求） 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 ●当日処理でエラーがなければ、「でんさいネット」に記録されます。 

 ●予約取引であれば予約日まで「でんさいネット」には登録が完了していないために、開示請求 

しても対象先なしとなります。 

●予約取引でも、記録番号は採番されますが「でんさいネット」には、予約日まで記録されません。 

 

 

● でんさいネットより２０桁

の記録番号が採番されます。 

● その他に未承認がある場合、一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－6 

（２）発生記録請求（債権者請求） 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

●請求内容の「債権者発生記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容で債権発行申込ボタン

をクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合は否承認ボタンをク

リックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができます。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－7 

（２）発生記録請求（債権者請求） 

 ③承認結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

●債務者の方から、５営業日以内に承諾いただければ「でんさいネット」に記録できます。 

 

 

 

 

 

● 「でんさいネット」より２０桁の

記録番号が採番されます。 

● その他に未承認がある場合、一覧に戻る

ボタンをクリックしてください。 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－8 

（３）譲渡記録請求 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

●請求内容の「譲渡記録」の青文字をクリックして

承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力してくだ

さい。担当者の「承認依頼一覧」に表示さ

れます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認

後この内容で債権譲渡申込ボ

タンをクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認ボタンをク

リックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができます。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－9 

（３）譲渡記録請求 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

●請求内容と譲受人情報を十分に確認してください。 

●保証付与「あり」とした場合、

譲渡人を保証人とする記録で

す。 
●手形の裏書人と同様の効果が

ある記録です。 
●譲受人の承諾も無く保証人の

記録がない譲渡を行った場

合、譲受人から取消される場

合がありますので、ご注意く

ださい。 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－10 

（４）分割譲渡記録請求 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＢＣＤ123456 

●請求内容の「分割記録」の青文字をクリックして

承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力し

てください。担当者の「承認依頼一

覧」に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されませ

ん。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容で分割譲渡申込ボタン

をクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認

ボタンをクリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示さ

れます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことが

できます。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－11 

（４）分割譲渡記録請求 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保証付与「あり」とした場

合、譲渡人を保証人とする

記録です。 
●手形の裏書人と同様の効

果がある記録です。 
●譲受人の承諾も無く保証

人の記録がない分割譲渡

を行った場合、譲受人から

削除される場合がありま

すので、ご注意ください。 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

Abcde9876543 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－12 

（５）保証記録請求 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「保証記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認後、

この内容で保証記録申込ボタン

をクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認ボタンを

クリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができま



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－13 

（５）保証記録請求 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－14 

（６）変更記録請求 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「変更記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容で変更記録申込ボタン

をクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に

否承認ボタンをクリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表

示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直す

ことができます。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－15 

（６）変更記録請求 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－16 

（７）支払等記録請求（債権者請求、求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「債権者支払等記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力してくだ

さい。担当者の「承認依頼一覧」に表示さ

れます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認

後この内容で実行ボタンをク

リックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認

ボタンをクリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示さ

れます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことが

できます。 

●「求償権および特別求償権の消滅に対する請求」も操作は

同様ですので説明は、割愛しています。ご了承ください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－17 

（７）支払等記録請求（債権者請求、求償権および特別求償権の消滅に対する請求） 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－18 

（８）支払等記録請求（債務者／保証人および第三者として請求） 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「支払者支払等記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認

後この内容で実行ボタンをク

リックしてください。 

●支払者区分は、保証人の場合、

「電子保証人」と表示します。 
●第三者の場合、「第三者」と表示

します。 

●「保証人」および「第三者」も操作は同じになりますので

説明は、割愛しています。ご了承ください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－19 

（８）支払等記録請求（債務者／保証人および第三者として請求） 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 
●債権者から承諾されないと支払等記録は、成立しません。 

 
 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－20 

（９）削除【例：債務者発生記録】 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「発生記録削除」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力

してください。担当者の「承認依

頼一覧」に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されま

せん。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容で債権発行申込削除

ボタンをクリックしてくださ

い。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認ボタンを

クリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができま

す。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－21 

（９）削除【例：債務者発生記録】 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 

Ⅵ－22 

（１０）削除【例：譲渡記録】 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「譲渡記録削除」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容で削除申込ボタンをク

リックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認ボタンをク

リックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができます。 



Ⅵ．でんさい管理者編（６．２ 未承認一覧） 
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（１０）削除【例：譲渡記録】 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 
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（１１）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「債務者発生記録予約取消（債務者）」の青文字を

クリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●入力内容が正しいことを確認

後債権発行申込の予約取消ボ

タンをクリックしてくださ

い。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認ボタンをク

リックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示されます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことができます。 
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（１１）予約取消【例：債務者発生記録】 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 
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（１２）一括記録請求 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請求内容の「一括記録」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力して

ください。担当者の「承認依頼一覧」

に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されません。 

●請求明細表示で詳細内容を確認後、この内容で実行ボタ

ンをクリックしてください。 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

●でんさいネットで記録される

まで重要な番号となります。 
●この画面を印刷してでんさい

ネットからの通知情報が届く

まで管理してください。 
 

●でんさい担当者編 

 V-67 ページの③を参照 
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（１３）でんさい割引申込 

 ①未承認一覧画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②承認画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abcde9876543 

●請求内容の「融資申込（割引）」の青文字をクリックしてください。 
●承認画面に進みます。 

●担当者へコメントする場合、入力

してください。担当者の「承認依

頼一覧」に表示されます。 
●でんさいネットへは、記録されま

せん。 

●入力内容が正しいことを確認後

この内容ででんさい割引申込ボ

タンをクリックしてください。 

●内容を修正する場合や、取りやめる場合に否承認

ボタンをクリックしてください。 
●担当者側の「承認依頼一覧」に「却下」と表示さ

れます。 
●担当者側は、「承認依頼一覧」からやり直すことが

できます。 

ＡＢＣＤ123456 
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（１３）でんさい割引申込 

 ③承認結果画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この画面を印刷する場合は、

「印刷」の青文字をクリック

してください。 

Abcde9876543 

ＡＢＣＤ123456 
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でんさいネットの基本用語について 

（１）用語集 

用  語 説  明 

電子記録債権 

（通称：でんさい） 

電子記録債権法（平成２０年１２月１日施行）により規定される、発生、譲渡等につい

て電子記録を要件とする金銭債権です。企業が保有する手形や売掛債権を電子化して取

引できるようにすることで、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、

事業者の資金調達の円滑化等を図ることなどを目的として制定されました。 

電子債権記録機関 

記録原簿を備え、利用者の請求に基づき電子記録や権利内容の開示を行うことを主業務

とする、電子記録債権の「登記所」のような存在です。 

「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の運営する電子債権記録機関を指し、それを「で

んさいネット」といいます。 

 記録原簿 
電子債権記録機関に備え付けられた電子記録債権の債権・債務の内容を電子的に記録す

る「登記簿」のようなものです。 

利用者 でんさいネットを利用するユーザのことです。 

アカウント 

利用者がでんさいネットのシステムを利用する際にでんさいネットのシステムに登録す

る利用者の名称、住所等の属性等に関する情報のことです。利用者が決済口座として利

用する口座開設店舗毎に作成します（ただし、一利用者が一店舗に複数のアカウントを

保有することも可能です）。 

１つの利用者が複数のアカウントを保持することは可能です。例として、本社・支社や

部門などの単位にそれぞれ利用申し込みをする場合や複数の参加金融機関にそれぞれ利

用申し込みをする場合などがあります。 

決済口座 

アカウントごとに保持する口座情報であり、電子記録債権は決済口座と紐付いて管理さ

れます。 

１つのアカウントに複数の決済口座を保持することはできますが、複数のアカウントで

同一の決済口座を共用することはできません。 

債務者 

電子記録債権の支払人、手形取引における振出人のことで、記録されている金額を支払

う義務を負います。 

利用者が債務者となるには、債務者利用資格が必要となります。 

債務者利用資格 

利用者が電子記録債務者となるために必要な資格です。債務者利用資格を得るためには

審査を行う必要があるために、事前に取引店にお申出ください。また、単独での保証記

録請求により保証人となる際にも債務者利用資格が必要となります。 

債権者 
電子記録債権の受取人、手形取引における受取人のことで、電子記録債権に記録されて

いる金額を受け取る権利を有します。 

譲渡人 
譲渡記録において譲渡人になる利用者のことです。譲渡記録が記録されることにより債

権者としての権利を失います。 

譲受人 
譲渡記録において譲受人として記録される利用者のことです。譲渡記録が記録されるこ

とにより債権者としての権利を獲得します。 

保証人 

記録原簿に保証人として記録されている利用者のことです。電子記録債権に記録されて

いる金額を保証する義務を負います。電子記録保証人を示します。 

なお民法上の保証人は電子記録保証人には該当いたしません。 

支払者 
電子記録債権に対して支払を行った利用者のことです。保証人が支払者となった場合は

特別求償権が発生します。また第三者が支払者となった場合は求償権が発生します。 

差押債権者 
電子記録債権に対して強制執行等の記録により差押を行っている者のことです。 

差押債権者は、でんさいネットのシステムの利用者ではないケースもあります。 

利害関係人 
電子記録債権に対して利害関係を有するもののことです。債権者、債務者、保証人、支

払者、差押債権者のいずれかの者を指します。 

第三者 利害関係人以外の利用者のことです。 

営業日 
銀行営業日と同義です。でんさいネットのシステムにおいては期間の計算を行う際には

営業日にもとづいて行います。 
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用  語 説  明 

銀行営業日 参加金融機関窓口が営業している日のことです。 

口座間送金決済 

でんさいネットからの決済情報にもとづき実施する電子記録債権の決済のことです。口

座間送金決済の結果をでんさいネットのシステムに通知し、でんさいネットのシステム

ではその結果により支払等記録か支払不能情報の登録のいずれかを行います。 

支払不能 

支払期日までに口座間送金決済以外の弁済による支払等記録が行われず、かつ支払期日

に口座間送金決済による支払いができなかった電子記録債権を、でんさいネットのシス

テムで支払不能とします。 

支払不能利用者 支払不能となった電子記録債権の債務者である利用者のことです。 

債務者利用停止措置 

でんさいネットの業務規程違反や６ヶ月以内に２度の支払不能利用者となった利用者に

対して、債務者としての利用を停止することです。ただし、当該利用者は債権者として

引き続きでんさいネットのシステムを利用可能です。 

記録番号 

電子記録債権を特定するためのキーとなる番号となります。発生記録、分割記録により

新たな債権が記録原簿に記録された際にでんさいネットのシステムが採番いたします。 

記録請求や開示を請求するには、記録番号により電子記録債権を特定して行います。 

利用者番号 

でんさいネットの利用者毎に付与される一意の番号となります。１人の利用者が複数の

アカウントを保有できるため、同一利用者のアカウントを利用者番号によって管理する

ことで、利用者単位に行われる各種処理（支払不能の回数チェック、指定許可登録など）

の判定基準といたします。 

当行以外で、でんさいネットをお申し込みになる際にも必要となる番号となります。 

承 継 

利用者の情報を他の利用者に引き継ぐ機能となります。本機能を利用する事例としては

合併、分割、事業譲渡、相続（利用者が個人事業主の場合のみ）などがあります。 

承継が必要な際には、お取引店舗へお申出ください。 

指定許可機能 

発生・譲渡・分割（譲渡）および保証（単独）記録請求において、指定した利用者から

の記録請求のみを受け付ける機能となります。対象となる決済口座を指定することで、

その口座情報に紐付いた利用者からの記録請求のみを受け付けることができます。指定

許可を行った場合、指定許可した以外の利用者からの記録請求はでんさいネットにてエ

ラーとなります。 

指定許可機能をご利用になる際には、事前にお申し込みが必要となります。 

債務者請求方式 債務者から記録請求を行い、電子記録債権を発生させる基本的な発生方法です。 

債権者請求方式 

債権者から記録請求を行い、５銀行営業日以内に債務者に承諾を得ることで電子記録債

権を発生させる方式です。 

債権者請求方式をご利用になる際には、事前にお申し込みが必要となります。 

みなし否認 

相手方となる利用者が明示的に承諾を行うことが電子記録の成立要件となる記録請求に

対して、相手方指定参加金融機関への処理結果の通知後５銀行営業日以内に、相手方の

承諾がなされなかったことで、記録請求が成立しないことです。 

取消 

承諾を要しない記録請求において、請求者の相手方に電子記録の結果を通知してから５

営業日以内に、相手方から電子記録の取消のための変更記録がなされることです。譲渡

記録、分割記録（譲渡記録を随伴する）に随伴する保証記録のみを取り消すことも可能

です。また、分割記録（譲渡記録を随伴する）を譲受人が取り消した際には随伴する譲

渡記録のみが取り消されて、分割記録は取り消しされません。 

譲渡制限 

電子記録債権の譲受人となりうる利用者を制限することです。でんさいネットのシステ

ムでは発生記録を行う際に譲渡先を参加金融機関に制限し請求を行うことが可能です。

なお、特定の参加金融機関への譲渡制限は行えません。 

口座間送金決済以外の

弁済 
支払期日における口座間送金決済で決済せず、別の方法で決済を行うことです。 

名義変更 
会社分割等に伴って、記録原簿に記録されている利用者を他の利用者に変更することで

す。名義変更が必要な際には、お取引店舗へお申出ください。 

電子記録年月日 記録原簿への電子記録を行った日のことです。 
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用  語 説  明 

予約請求 

発生記録、譲渡記録（分割・保証も含む）の請求において、電子記録年月日として未来

の日付を指定することで請求の予約を行うことができます。（最大で１ヶ月先まで指定

可能） 

予約請求された発生記録（債務者請求方式）に対しては、①請求者本人による予約取消、

②債権者による予約取消、③当該発生記録の予約に対して譲渡記録の予約請求がある場

合における債権者による譲渡予約取消を行うことができます。なお、譲受人になろうと

するものによる譲渡予約取消も可能です。予約請求された発生記録（債権者請求方式）

に対しては、①請求者本人による予約取消、②債務者による承諾予約・否認、③当該発

生記録の予約に対して債務者の承諾がありかつ債権者（＝請求者）から譲渡記録の予約

請求がある場合における債権者による譲渡予約取消を行うことができます。ただし、い

ずれの方式の場合も既に後続の予約がされている場合にはそれより前の予約取消は不可

となります。既登録の発生記録に対して予約請求された譲渡記録に対しては、①譲渡人

による予約取消、②譲受人になろうとする者による予約取消を行うことができます。な

お、原債権に対しては複数の分割記録の予約請求ができますが、既に行われている分割

記録の予約請求よりも前の日付を指定した分割（譲渡）記録の予約請求を行うことはで

きません。 

一括請求 

発生記録、譲渡記録（分割・保証も含む）、およびそれに伴う承諾/否認、予約、予約取

消について、複数の請求をまとめて一括請求することが可能です。一括請求では同一ア

カウントからの請求を1,000件までまとめて請求できます。 

なお請求様式は、でんさいネットのホームページに開示されています。 

支払期日 
発生記録に記録された、口座間送金決済により電子記録債権の支払を行う期日です。た

だし、支払期日が休日の場合は翌銀行営業日に口座間送金決済が行われます。 

決済実施日 
口座間送金決済により電子記録債権の支払が行われた日です。支払期日が銀行営業日の

場合は支払期日と同日、支払期日が休日の場合はその翌銀行営業日となります。 

 

 


